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中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 公益財団法人にいがた産業創造機構（以下「機構」という。）は、県内中小企業

者等の外国への特許出願等（以下、「間接補助事業」という。）を促進するため、新潟

県内に事業所を有する中小企業者等（中小企業支援法（昭和38年法律第147号）第２

条第１項第１号から３号までに規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成さ

れるグループ（構成員のうち、中小企業者が３分の２以上を占め、中小企業者の利益

となる事業を営むもの）をいう。ただし、地域団体商標に係る外国特許等への商標出

願については、地域団体商標の登録を受けることが出来るもののうち、事業協同組合

その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動

促進法（平成10年３月25日法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利法人（以

下「ＮＰＯ法人」）をいう。）が行う外国特許出願等に要する経費に対し、予算の範囲

内において補助金（以下、「間接補助金」という。）を交付するものとし、その交付に

関しては、中小企業知的財産活動支援事業費補助金実施要領及びにいがた産業創造機

構助成金等交付要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付基準） 

第２条 間接補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる間接補助対象経費のうち

機構が必要かつ適当と認めるものとする。なお間接補助金の交付の対象となる経費は、

当該年度２月末日までに外国への直接出願又は指定国への国内段階移行が完了するも

のに限る。 

２ １企業に対する１事業年度内の間接補助金の交付額は、前項に規定する間接補助対

象経費の２分の１以内を国からの補助金（以下、国費）という。）、また、４分の１以

内を新潟県からの補助金（以下、県費という。）とし、国費は3,000千円、県費は1,500

千円を限度とする。 

３ 上記、第２項をもとに、１出願（案件）に対する間接補助金の交付額は、特許出願

の場合は、2,250千円（国費1,500千円、県費750千円）、実用新案登録出願、意匠登録

出願、商標登録出願の場合は、900千円（国費600千円、県費金300千円）、冒認対策

商標登録出願の場合は、450千円（国費300千円、県費金150千円）を限度とする。 

 

 （補助対象期間） 

第３条 補助対象期間は、当該年度の交付決定の日から当該年度２月末日までの間とす

る。 

 

（交付の申請） 

第４条 間接補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、 国

費申請として様式第１－１又は様式第１－２を、また、県費申請として【新潟県】様

式第１－１又は【新潟県】様式第１－２による交付申請書を機構に提出しなければな

らない。 
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 ただし、【新潟県】様式第１－２の添付資料等は国費申請様式第１－２の添付資料に

代えることができる。 

２ 交付申請者は、前項の交付の申請をするに当たって、当該間接補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消

費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得

た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなけ

ればならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものに

ついては、この限りでない。 

 

（交付決定の通知） 

第５条 機構は、前条の規定により第４条第１項の規定による申請書の内容を審査し、

間接補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い、国費の交付

決定として様式第２、また、県費の交付決定として【新潟県】様式第２による交付決

定通知書を交付申請者に送付するものとする。 

２ 機構は、第４条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、間接

補助金に係る消費税等仕入控除税額について、間接補助金の額の確定において減額を

行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

３ 機構は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 間接補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服が

あり、交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から１０日以内

に機構に書面をもって申し出なければならない。 

 

（計画変更の承認等） 

第７条 間接補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国費分

として様式第３を、また、県費分として【新潟県】様式第３による申請書を機構に提

出し、その承認を受けなければならない。 

（１）間接補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更

を除く。 

（ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、間接補助事業者の自由な創

意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

（イ）間接補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（２）間接補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 機構は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、

又は条件を付することができる。 
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（事故の報告） 

第８条 間接補助事業者は、間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと

見込まれる場合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに国

費分として様式第４、また、県費分として【新潟県】様式第４による事故報告書を機

構に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第９条 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行及び収支の状況について、機構の要求

があったときは速やかに国費分として様式第５、また、県費分として【新潟県】様式

第５による状況報告書を機構に提出しなければならない。 

ただし、【新潟県】様式第５様式は国費分の様式第５の提出に代えることができる。 

 

（実績報告） 

第１０条 間接補助事業者は、間接補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

したときは、その日から起算して１０日を経過した日、若しくは機構の指定した期日

までに国費分として様式第６、また、県費分として【新潟県】様式第６による実績報

告書を機構に提出しなければならない。 

２ 間接補助事業者は、第１項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場

合は、機構は期限について猶予することができる。 

３ 間接補助事業者は、第１項又は第２項の実績報告を行うに当たって、間接補助金に

係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額し

て報告しなければならない。 

 

（間接補助金の額の確定等） 

第１１条 機構は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る間接補助事業の実施結果が間接補助金

の交付の決定の内容（第４条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき間接補助金の額を確定

し、間接補助事業者に通知する。 

２ 機構は、間接補助事業者に交付すべき間接補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える間接補助金が交付されているときは、その超える部分の間接補助金

の返還を命ずる。 

３ 前項の間接補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限

内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（間接補助金の支払） 

第１２条 間接補助金は前条第１項の規定により交付すべき間接補助金の額を確定した

後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払を

することができる。 
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２ 間接補助事業者は、前項の規定により間接補助金の支払を受けようとするときは、

国費分として様式第７、また、県費分として【新潟県】様式第７による精算（概算）

請求書を機構に提出しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う間接補助金の返還） 

第１３条 間接補助事業者は、間接補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告に

より補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、国費分として様式第８、

また、県費分として【新潟県】様式第８により速やかに機構に報告しなければならな

い。 

２ 機構は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部

の返還を命ずる。 

３ 第１６条第３項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 機構は、第７条第１項第２号の間接補助事業の全部若しくは一部の中止若し

くは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第５条第

１項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）間接補助事業者が、法令、本要綱等、又は法令、本要綱等に基づく機構の処分

若しくは指示に違反した場合 

（２）間接補助事業者が、間接補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）間接補助事業者が、間接補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を 

した場合 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、間接補助事業の全部又は一部を継続

する必要がなくなった場合 

（５）間接補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 

２ 機構は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する間

接補助金が交付されているときは、期限を付して当該間接補助金の全部又は一部の返

還を命ずる。 

３ 機構は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パー

セントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく間接補助金の返還については、第１１条第３項の規定を準用する。 

 

（守秘義務） 

第１５条 機構は、間接補助事業の実施により知り得た間接補助事業者の秘密を厳守す

るとともに、これを自己の利益に利用しないものとする。 

２ 機構は、前項の規定に関わらず、間接補助事業者の名称、所在地、交付の決定を受

けた出願種別、交付決定金額、採択件数について、機構の判断で外部公表することがで

きる。 
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（査定結果の報告） 

第１６条 間接補助事業者は、間接補助事業により行った外国特許庁への出願について、

機構の承認を受けないで、自ら放棄又は取下げ等を行わないものとし、間接補助事業

により行った全ての外国特許庁への出願について外国特許庁からの査定があった場合

には、国費分として様式第９、また、県費分として【新潟県】様式第９様式により速

やかに査定結果を機構に報告しなければならない。 

 ただし、【新潟県】様式第９様式による報告は国費報告の様式第９による報告に代え

ることができる。 

 

（支援効果の確認及び普及） 

第１７条 機構は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後５年間、間接補助事

業者に対する調査等を通じて、随時、間接補助事業による支援効果の確認として、間

接補助事業に係る事業化状況等の確認を行うものする。ただし、５年間の経過後も査

定結果が出ていない場合は、間接補助事業による支援効果の確認を継続するものとし、

５年間の経過前後にかかわらず次の各号に掲げる査定結果が出た場合については、当

該各号に定めるところによる。 

（１）登録査定の場合は、支援を受けてから５年間、または審査結果が出てから１年間

のいずれか長い方の期間を支援効果の確認対象期間とする。 

（２）拒絶査定の場合は、査定日以後は支援効果の確認を要しない。 

２ 機構は、間接補助事業により外国特許庁への出願を行った事例のうち、間接補助事

業者における事業効果が確認できた案件について、間接補助事業者の了解を得た上で、

他の中小企業等に情報提供することにより、中小企業等全般における産業財産権に係

る外国出願の促進等に資するものとする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１８条 機構は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について間接補助金の交付

申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとす

る。 

（成果の発表） 

第１９条 機構は、間接補助事業の成果について必要があると認めるときは、これらを

実施した者に発表させることができるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成22年12月20日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年６月６日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年６月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成25年６月１日から実施する。 
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附 則 

 この要綱は、平成26年６月５日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成27年６月１日から実施する。 
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別表 

補助対象経費 

 

経費区分 内  容 

外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費 

現地代理人費用 
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 

（現地代理人への振込手数料含む） 

国内代理人費用 
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 

（国内代理人への振込手数料含む） 

翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 

その他 
外国特許庁への出願に関連する経費のうち機構が必要

と認める経費 

 

※当該年度２月末日までに外国への直接出願又は指定国への国内段階移行が完了する 

ものに限ります。 
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【新潟県】様式第１－１（特許、実用新案、意匠及び商標（冒認対策商標以外）の申請用）  

平成  年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構  

理事長  泉田 裕彦 様 

                                            申請者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成  年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金交付申請書 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づき、上記間接補助金の交

付について下記のとおり申請します。 

 

記 

１． 申請者種別（いずれかに○） 

 ①法人 

 ②個人事業者 

 ③事業協同組合等 

 ④商工会、商工会議所 

 ⑤ＮＰＯ法人 

 

２．申請者の概要 

資本金 従業員数 業種 

円     人  

 

３．間接補助金交付申請額（新潟県分 補助率１／４） 

                円 

（内訳）                                  （単位：円） 

国名／合計 
外国特許庁へ

の出願手数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 
翻訳費用 国別計／合計 

      

      

外国出願経費合計      

助成対象経費      

間接補助金申請額 （助成対象経費の１/４の額を千円未満切り捨てて記入）  

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金申請額を記載。 

 

 

 

４．申請案件種別（いずれかに○） 

（外国出願） 
 

（参考：国内出願） 

 
  ①特許出願 

  
  ①特許出願 

 
  ②実用新案登録出願 

  
  ②実用新案登録出願 

 
  ③意匠登録出願 

  
  ③意匠登録出願 

 
  ④商標登録出願 

  
  ④商標登録出願 
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５．外国特許庁への出願の方法（該当するものに○（複数可）） 

 ①パリ条約等に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ②特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（国内出願を基礎として

行ったＰＣＴ国際出願を同国の国内段階に移行する方法） 

 ③特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（ＰＣＴ国際出願を同国

の国内段階に移行する方法） 

 ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 

６．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の内容 

日本国出願番号  出願日  

ＰＣＴ国際出願番号 
※ＰＣＴ国際出願の場合のみ 

 出願日  

ハーグ協定に基づく 

国際登録番号 

 
国際登録日 

 

出願人  

登録番号  登録日  

権利者  

発明・商標等の名称  

発明・商標等の内容  

※「５．」で②に○を付した場合には、基礎とした国内出願とＰＣＴ国際出願の両方をそ

れぞれ明記してください。 
※「発明・商標等の名称」及び「発明・商標等の内容」の欄は、実用新案登録出願の場合

には「考案の名称」及び「考案の内容」を、意匠登録出願の場合には「意匠に係る物品」

及び「意匠の内容」を、商標登録出願の場合には「商標登録を受けようとする商標」及

び「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」を指すものとし、それぞれ明記
してください。 

※外国特許庁への出願の基礎となる国内出願が既に登録を受けている場合には、「登録番
号」及び「登録日」も合わせて明記し、「出願人」と「権利者」が異なる場合は、それ

ぞれ明記してください。 

※ＰＣＴ国際出願の場合は、ＰＣＴ国際出願番号も明記してください。 

※日本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願の基礎となる国

内出願とする場合には、「ハーグ協定に基づく国際登録番号」、「国際登録日」を明記

してください。 

※「５．」で④に○を付した場合であって、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約

国として含む場合（外国特許庁への出願の基礎となる先の国内出願がない場合）には、「６．」

の記入は不要です。 

※基礎となる国内出願が複数ある場合には、それぞれ明記してください。 

 

 

７．外国特許庁への共同出願の有無 

有  無  

（有の場合）  

共同出願人 権利の持ち分 費用負担割合 
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８．外国特許庁への出願に関する出願計画の内容 

発明・商標等の名称  

発明・商標等の内容  

出願人  

発明者等  

出願（予定）国   

出願スケジュール  

※「出願人」及び「発明者等」の欄は全ての出願人や全ての発明者等を明記してください。 

※国内出願の内容を補正して外国特許庁へ出願する場合は、その旨を明記してください。 

※「発明・商標等の名称」、「発明・商標等の内容」及び「発明者等」の欄は、実用新案

登録出願の場合には「考案の名称」、「考案の内容」及び「考案者」を、意匠登録出願

の場合には「意匠に係る物品」、「意匠の内容」及び「意匠の創作をした者」を指すも

のとし、商標登録出願の場合には「商標登録を受けようとする商標」、「商品及び役務
の区分並びに指定商品又は指定役務」を指し、発明者等の欄の記入は不要です。 

※「５．」で④に○を付した場合であって、外国特許庁への出願の基礎となる先の国内出願がな

い場合には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国として含まなければこの補

助金の対象となりません。ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国として含める
場合には、「出願（予定）国」の欄に、必ず「日本」を含めて記入してください。 

 

９．外国特許庁への出願の動機・目的 

 

 

10．出願（予定）国における事業展開計画（出願（予定）国を選んだ理由も含む） 

 

 

11．出願する技術、創作等を活かした製品等の概要 

 

 

12．出願の新規性、進歩性、創作性等（先行・類似調査の状況を含む。） 
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13．過去における出願実績及び権利取得状況（国内及び外国） 

 

 

14．外国特許庁への出願を依頼する国内弁理士等（選任代理人） 

  ※選任代理人に依頼しない場合にはその旨及び選任代理人に依頼する場合と同等の書類 

（間接補助金交付の必要書類）を自らの責任で補助事業者あてに提出できる旨を記入。 

 

 

 

（選任代理人による本事業への協力に関する承諾状況は別紙のとおり） 

  

15．補助事業完了後の状況調査に対する積極的な協力の有無（いずれかに○） 

有  無  

 

16．外国特許庁への出願に関する他の公的機関（独立行政法人日本貿易振興機構含む）の助成制

度の利用予定の有無（いずれかに○） 

有  無  

（有の場合のその内容） 

補助事業者名 

（自治体等） 

 

助成制度の内容 

 

 

17．担当者及び連絡先 

担当者（職名及び氏名）  

電話番号  メールアドレス  
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【新潟県】様式第１－１の別紙 （選任代理人に依頼しない場合は不要） 

平成  年  月  日   

（申請者）法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

                                      選任代理人 住所  

                                                       氏名  法人等にあっては名称 

                                                              及び選任弁理士の氏名  印 

 

平成  年度 中小企業等外国出願支援事業申請に係る協力承諾書 

 

 平成 年度 中小企業等外国出願支援事業間接補助金交付申請にあたり、同間接補助金の交付に

かかる諸手続について、下記事項に協力することを承諾いたします。 

 

記 

協力事項 
１．外国出願完了後の補助事業者宛ての実績報告における下記書類の提出 

（１）外国特許庁からの出願受理に関する応答書類 

  ①外国特許庁からの出願受理通知書等（出願日・出願番号記載のもの） 
 

  

※ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の場合 

＜国際事務局（WIPO）に直接提出した場合＞ 

①「AKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT THROUGH E-FILING」等 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE） 

 

＜日本国特許庁を通じて提出した場合＞ 

①ハーグ協定の１９９９年改正協定及び１９６０年改正協定に基づく共通規則第１３規則

（１）に基づく日本国特許庁発行の通知 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE） 

 

※マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願の場合 

①日本国特許庁長官発行の商標法第６８条の３第３項に基づく通知 

 （国際商標登録出願（マドプロ出願）の願書【MM2】及び付随書類を含む） 

 なお、事後指定の場合は、マドプロ出願の願書【MM4】のみで可 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（CERTIFICATE OF REGISTRATION） 

 
 
（２）外国特許庁への出願に関する経費の支出根拠及び支払実績となる書類 

①現地代理人からの請求書（銀行口座名・口座番号及び助成対象経費内訳記載のもの） 

②現地代理人への送金金融機関発行の送金計算書・送金実行通知書 

③送金時の為替レートが客観的にわかる金融機関の為替レート表 

 ※請求書内で現地通貨から他の通貨に換算している場合は、根拠となる参考レート 

④外国特許庁への出願手数料（オフィシャルフィー）のエビデンス（領収書、料金表等） 

⑤翻訳費用の「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示する書類 

⑥その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

⑦「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費区

分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

 

※ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の場合 

①国際事務局（WIPO）への送金に係る金融機関の送金計算書・送金実行通知書等 

②国際事務局（WIPO）発行の国際手数料の領収書（QUITTANCE/RECEIPT） 
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③翻訳費用の「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示する書類 

④その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

⑤「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費

区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

 
 
  ※マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願の場合 

①国際事務局（WIPO）への送金に係る金融機関の送金計算書・送金実行通知書等 

②国際事務局（WIPO）発行の国際手数料の領収書（QUITTANCE/RECEIPT） 

③翻訳費用の「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示する書類 

④その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

⑤「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費

区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

 

２．上記提出書類における日本語以外の言語の日本語訳の提出 

 

３．申請者・補助事業者からの上記提出書類に関する修正や問合せ等への対応 

 

４．その他、補助事業者が公募時等において予め提示している事項 

 
なお、上記協力の不実施により補助事業者宛ての実績報告に不備があった場合には、私の責

任において同補助金交付に関する不利益を補償することに同意します。 
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以下の添付が必要な書類及び次項の様式第１－１は、同一のものが【国費】申請分に 

添付されているので、【新潟県】申請分には添付の必要はありません。 

法
人 

１．登記簿謄本の写し 
２．会社の事業概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 
４．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

  （PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日 

本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願 

の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発 
行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE）） 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行技術調査等の結果（注４）  

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

個
人
事
業
者 

１．住民票の写し  
２．事業者の概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２年分の確定申告書の控え等 
５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

  （PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日 
本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願 

の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発 

行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE）） 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 
７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行技術調査等の結果（注４）  
９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

事
業
協
同
組
合
等 

１．定款  

２．役員等名簿（注２） 

３．組合員名簿 
４．直近２年間の決算関係書類の写し（認可庁等に報告しているもの） 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

  （PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日 

本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願 

の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発 

行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE）） 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 
８．先行技術調査等の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 
10．その他補助事業者が定める事項 
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（注１）法人における「会社の事業概要」及び個人事業者における「事業者の概要」につ

いては、それぞれ事業概要が明記されているパンフレットによる代用が可能。 

（注２）「役員等名簿」については、別添を参考に、法人である場合は役員、個人事業者で

ある場合はその者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者について記載する。 

（注３）「見積書等（写しも可）」については、現地代理人費用の支出予定先の明記が必

要（翻訳費用等についても、国内代理人が他者に依頼する場合は、支出予定先を明記）。 

（注４）「先行技術調査等の結果」については、調査結果のみならず、調査種類、調査対象範

囲、調査実施者等も記載する。なお、Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ（特許情報プラットフォーム）

による検索結果の写し、ＰＣＴ国際出願に関する国際調査報告書の写し、国内出願がすで

に登録査定となっている場合は特許査定通知等の写し（商標登録出願の場合は除く）によ

る代用が可能。 

商
工
会
・
商
工
会
議
所 

１．登記簿謄本の写し 
２．役員等名簿（注２） 

３．直近２年間の決算関係書類の写し 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 
７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 

９．その他補助事業者が定める事項 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

１．登記簿謄本の写し 
２．役員等名簿（注２） 
３．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 
６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 
９．その他補助事業者が定める事項 
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【新潟県】様式第１－１の別添 

 

役員等名簿（記載例） 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 

性別 会社名 役職名 
和暦 年 月 日 

ｸﾝﾚﾝ ｼﾞｯｼ 訓練 実施 S 30 03 04 M 株式会社訓練 代表取締役社長 

ﾄｳﾎｸ ｲﾁﾛｳ 東北 一郎 S 40 01 01 M 株式会社訓練 常務取締役 

ｶﾝｻｲ ｼﾞﾛｳ 関西 次郎 S 45 12 24 F 株式会社訓練 取締役営業本部長 

ﾄｯｷｮ ﾊﾅｺ 特許 花子 S 55 04 18 F 株式会社訓練 監査役 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

（注） 

 役員等名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓

と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正は T、昭和は S、平成は H、数字は２桁半角）、

性別（半角で男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。（上記記載例参照）。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ

読みを記載すること。なお、役員等には監査役を含む。 
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【新潟県】様式第１－２ （冒認対策商標申請用） 

平成  年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構  

理事長  泉田 裕彦 様 

                                            申請者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成  年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金交付申請書 

 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づき、上記間接補助金の交

付について下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．申請者種別（いずれかに○） 

 ①法人 

 ②個人事業者 

 ③事業協同組合等 

④ ④商工会、商工会議所 

⑤ ⑤ＮＰＯ法人 

 

２．申請者の概要 

資本金 従業員数 業種 

円     人  

 

３．間接補助金交付申請額（新潟県分 補助率１／４） 

                円 

（内訳）                                  （単位：円） 

国名／合計 
外国特許庁へ

の出願手数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 
翻訳費用 国別計／合計 

      

      

外国出願経費合計      

助成対象経費      

間接補助金申請額 （助成対象経費の１／４の額を千円未満切り捨てて記入）  

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金申請額を記載。 

 

４．申請案件種別 

  冒認対策商標  

     

５． 外国特許庁への出願の方法（該当するものに○（複数可）） 

 ①パリ条約等に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ②マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 



18 

 

 

６．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の内容 

出願番号  出願日  

出願人  

登録番号  登録日  

権利者  

商標登録を受けよ

うとする商標 

 

商品及び役務の区

分並びに指定商品

又は指定役務 

 

※外国特許庁への出願の基礎となる国内出願が既に登録を受けている場合には、「登録番
号」及び「登録日」も合わせて明記し、「出願人」と「権利者」が異なる場合は、それ

ぞれ明記してください。 

※基礎となる国内出願が複数ある場合には、それぞれ明記してください。 

 

７．外国特許庁への共同出願の有無 

有  無  

（有の場合）  

共同出願人 権利の持ち分 費用負担割合 

   

   

 

８．外国特許庁への出願に関する出願計画の内容 

商標登録を受けよ

うとする商標 

 

商品及び役務の区

分並びに指定商品

又は指定役務 

 

出願人  

出願（予定）国   

出願スケジュール  

※「出願人」の欄は、全ての出願人を明記してください。 

 

９．外国特許庁への出願の動機・目的（○を付すとともに説明を記載） 

 ① 外国における冒認出願を防止するため 

（説明） 

 

 
10．出願（予定）国を選んだ理由 
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11．出願する商標を使用する製品等の概要 

 

 

12．出願（予定）国における先行・類似調査の状況 

 

 

13．過去における商標登録出願の実績及び権利取得状況（国内及び外国） 

 

 

14．外国特許庁への出願を依頼する国内弁理士等（選任代理人） 

  ※選任代理人に依頼しない場合にはその旨及び選任代理人に依頼する場合と同等の書類 
（間接補助金交付の必要書類）を自らの責任で補助事業者あてに提出できる旨を記入。 

 

 

 

（選任代理人による本事業への協力に関する承諾状況は別紙のとおり） 

 

15．補助事業完了後の状況調査に対する積極的な協力の有無（いずれかに○） 

有  無  

 

16．外国特許庁への出願に関する他の公的機関（独立行政法人日本貿易振興機構含む）の助成制

度の利用予定の有無（いずれかに○） 

有  無  

（有の場合のその内容） 

補助事業者名 

（自治体等） 

 

助成制度の内容 

 

 

17．担当者及び連絡先 

担当者（職名及び氏名）  

電話番号  メールアドレス  
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【新潟県】様式第１－２の別紙 （選任代理人に依頼しない場合は不要） 

平成  年  月  日   

（申請者）法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

                                      選任代理人 住所  

                                                       氏名  法人等にあっては名称 

                                                              及び選任代理人の氏名  印 

 

平成  年度 中小企業等外国出願支援事業申請に係る協力承諾書 

 

 平成 年度 中小企業等外国出願支援事業間接補助金交付申請にあたり、同間接補助金の交付に

かかる諸手続について、下記事項に協力することを承諾いたします。 

 

 

記 

協力事項 

１．外国出願完了後の補助事業者宛ての実績報告における下記書類の提出 
（１）外国特許庁からの出願受理に関する応答書類 

  ①外国特許庁からの出願受理通知書等（出願日・出願番号記載のもの） 
 

 ※マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願の場合 

①日本国特許庁長官発行の商標法第６８条の３第３項に基づく通知 

 （国際商標登録出願（マドプロ出願）の願書【MM2】及び付随書類を含む） 

 なお、事後指定の場合は、マドプロ出願の願書【MM4】のみで可 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（CERTIFICATE OF REGISTRATION） 
 
（２）外国特許庁への出願に関する経費の支出根拠及び支払実績となる書類 

①現地代理人からの請求書（銀行口座名・口座番号及び助成対象経費内訳記載のもの） 

②現地代理人への送金金融機関発行の送金計算書・送金実行通知書 

③送金時の為替レートが客観的にわかる金融機関の為替レート表 

 ※請求書内で現地通貨から他の通貨に換算している場合は、根拠となる参考レート 

④外国特許庁への出願手数料（オフィシャルフィー）のエビデンス（領収書、料金表等） 

⑤翻訳費用の「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示する書類 

⑥その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

⑦「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費区

分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 
 
  ※マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願の場合 

①国際事務局（WIPO）への送金に係る金融機関の送金計算書・送金実行通知書等 

②国際事務局（WIPO）発行の国際手数料の領収書（QUITTANCE/RECEIPT） 

③翻訳費用の「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示する書類 

④その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

⑤「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費区

分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

 
２．上記提出書類における日本語以外の言語の日本語訳の提出 

 

３．申請者・補助事業者からの上記提出書類に関する修正や問合せ等への対応 

 

４．その他、補助事業者が公募時等において予め提示している事項 
 

なお、上記協力の不実施により補助事業者宛ての実績報告に不備があった場合には、私の責

任において同補助金交付に関する不利益を補償することに同意します。 
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以下の添付が必要な書類及び次項の様式第１－１は、同一のものが【国費】申請分に 

添付されているので、【新潟県】申請分には添付の必要はありません。 

法
人 

１．登記簿謄本の写し 
２．会社の事業概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 
７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行・類似調査の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

個
人
事
業
者 

１．住民票の写し 

２．事業者の概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２年分の確定申告書の控え等 
５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 
８．先行・類似調査等の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 
る契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

事
業
協
同
組
合
等 

１．定款 
２．役員等名簿（注２） 

３．組合員名簿 

４．直近２年間の決算関係書類の写し（認可庁等に報告しているもの） 
５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 
７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行・類似調査等の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 
る契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

商
工
会
・
商
工
会
議
所 

１．登記簿謄本の写し 
２．役員等名簿（注２） 

３．直近２年間の決算関係書類の写し 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 
５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 
９．その他補助事業者が定める事項 
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

１．登記簿謄本の写し 
２．役員等名簿（注２） 

３．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 
７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記があ 

る契約書等の写し 

９．その他補助事業者が定める事項 

（注１）法人における「会社の事業概要」及び個人事業者における「事業者の概要」につ

いては、それぞれ事業概要が明記されているパンフレットによる代用が可能。 

（注２）「役員等名簿」については、別添を参考に、法人である場合は役員、個人事業者で

ある場合はその者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者について記載する。 

（注３）「見積書等（写しも可）」については、現地代理人費用の支出予定先の明記が必

要（翻訳費用等についても、国内代理人が他者に依頼する場合は、支出予定先を明

記）。 

（注４）「先行・類似調査等の結果」については、調査結果のみならず、調査種類、調査対象

範囲、調査実施者等も記載する。なお、Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ（特許情報プラットフォーム）

による検索結果の写しによる代用が可能。 
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【新潟県】様式第１－２の別添 

 

役員等名簿（記載例） 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 

性別 会社名 役職名 
和暦 年 月 日 

ｸﾝﾚﾝ ｼﾞｯｼ 訓練 実施 S 30 03 04 M 株式会社訓練 代表取締役社長 

ﾄｳﾎｸ ｲﾁﾛｳ 東北 一郎 S 40 01 01 M 株式会社訓練 常務取締役 

ｶﾝｻｲ ｼﾞﾛｳ 関西 次郎 S 45 12 24 F 株式会社訓練 取締役営業本部長 

ﾄｯｷｮ ﾊﾅｺ 特許 花子 S 55 04 18 F 株式会社訓練 監査役 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

（注） 

 役員等名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓

と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正は T、昭和は S、平成は H、数字は２桁半角）、

性別（半角で男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。（上記記載例参照）。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ

読みを記載すること。なお、役員等には監査役を含む。 
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【新潟県】様式第２ 

新産創 第    号 

平成 年  月  日   

 

 法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

 

公益財団法人にいがた産業創造機構

                             理事長  泉田 裕彦  

 

 

平成  年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付けにより申請のありました平成  年度中小企業等外国出願支援事業

間接補助金申請について、中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第５条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１．間接補助金の交付の対象となる事業の内容は、平成  年 月 日付けで申請のありました平成  

年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）間接補助金交付申請

書（以下「交付申請書」という。）記載のとおりとします。 

 

２．外国出願経費、助成対象経費及び間接補助金の額は、次のとおりとします。 

  外 国 出 願 経 費              円 

  助 成 対 象 経 費              円 

  間 接 補 助 金 の 額              円（新潟県分 補助率１／４） 

  ただし、間接補助事業の内容が変更された場合における外国出願経費、助成対象経費及び間接補

助金の額については、別に通知するところによるものとします。 

 

３．間接補助金の額の確定は、助成対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額とします。  

   

４．間接補助事業者は、適正化法、適正化法施行令、中小企業等外国出願支援事業交付要綱（以下、

交付要綱という。）の定めるところに従わなければなりません。 

 なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意してく 

ださい。 

（１）適正化法第１７条第１項若しくは第２項の規定による交付決定の取消し、第１８条第１項の 

規定による補助金等の返還又は第１９条第１項の規定による加算金の納付 

（２）適正化法第２９条から第３２条（地方公共団体の場合は第３１条）までの規定による罰則 

（３）相当の期間間接補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。 

（４）間接補助事業者等の名称及び不正の内容の公表 

 

５．間接補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付要綱の定めるところにより、消

費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額を減額することとなります。 
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６．海外付加価値税（ＶＡＴ）等の返還可能性のある費用については、将来当該費用が返還さ

れた場合には、当該費用の返還額の２分の１を補助事業者に返還しなければなりません。 

 

７．間接補助事業者から補助事業者への必要書類の提出については、外国特許庁への出願業務

を国内弁理士等に依頼する場合においては、交付申請書別紙の協力承諾書記載の協力事項に
つき国内弁理士等の協力を得なければならず、また、自ら現地代理人に直接依頼する場合等

においては、交付申請書別紙様式の協力承諾書記載の協力事項を自ら行わなければなりませ

ん。 

 

８．県及び補助事業者等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力しなければな
りません。 

 

９．実施要領第５条から第１１条、第１３条、第１４条、第１６条及び第１７条に掲げる条件

を遵守しなければなりません。 

 

１０．間接補助事業者は、公益財団法人にいがた産業創造機構の判断により間接補助事業者の名称、

所在地、交付の決定を受けた出願種別、交付決定金額や採択件数について公表される可能性がある

ことをご了承ください。 



26 

 

【新潟県】様式第３ 

平成  年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構  

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成 年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金 

計画変更（等）承認申請書 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、計画変更（等）につ

いて下記のとおり申請します。 

 

記 

１．変更の内容 

 

２．変更を必要とする理由 

 

３．変更が間接補助事業に及ぼす影響 

 

４．変更後の間接補助金交付申請額（新潟県分 補助率１／４） 

               円 

（内訳）                                  （単位：円） 

国名／合計 
外国特許庁へ

の出願手数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 
翻訳費用 国別計／合計 

 変更前      

変更後      

 変更前      

変更後      

外国出願経費

合計 

変更前      

変更後      

助成対象経費 変更前      

変更後      

間接補助金額 変更前 (助成対象経費の１/４の額を千円未満切り捨てて記入)  

変更後 (助成対象経費の１/４の額を千円未満切り捨てて記入)  

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金額を記載。 

 

 

（注）間接補助金交付申請額を変更する場合は、対応する「外国特許庁への出願に要する経費が確

認できる見積書等の写し」と「外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・

借入金等）」を添付すること。 

（注）中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。 
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【新潟県】様式第４ 

平成  年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構  

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成 年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金 事故報告書 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、間接補助事業の事故につい

て下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．事故の原因及び内容 

 

２．事故に係る金額                                   円 

 

３．事故に対して採った措置 

 

４．間接補助事業の遂行及び完了の予定 
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【新潟県】様式第５ 

平成  年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構                             

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

 

平成 年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金 状況報告書 

 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

 

記 

 

１．間接補助事業の遂行状況 

 

 

 

 

２．助成対象経費の区分別収支概要 
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【新潟県】様式第６ 

平成  年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構                             

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成 年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金実績報告書 

 

 

中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告
します。 

 

記 
 
１．実施した間接補助事業 
（１）外国特許庁への出願の種別（いずれかに○） 

（外国出願） 
 

（参考：国内基礎出願） 

 
  ①特許出願 

  
  ①特許出願 

 
  ②実用新案登録出願 

  
  ②実用新案登録出願 

 
  ③意匠登録出願 

  
  ③意匠登録出願 

 
  ④商標登録出願 

  
  ④商標登録出願 

 
（２）外国特許庁への出願の方法（該当するものに○（複数可）） 

 ①パリ条約等に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ②特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（国内出願を基礎として

行ったＰＣＴ国際出願を同国の国内段階に移行する方法） 

 ③特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（ＰＣＴ国際出願を同国

の国内段階に移行する方法） 

 ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 
（３）外国特許庁への出願内容等 

 

 

  外国特許庁への出願内容（概要） 

 

外国特許庁への出願国名 外国特許庁への出願番号 外国特許庁への出願日 

    

   

   

共同出願における持分割合及び費用負担割合 ※共同出願の場合のみ記入 

持分割合  費用負担割合  
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２．間接補助事業の収支決算 

（１）収    入                                                        （単位：円） 
 

   項        目                  金                          額 

  自 己 資 金   

 間接補助金充当額  

  合       計  
 
（２）支    出 

（イ）経費の内訳                                   （単位：円） 

国名／合計 

外国特許庁

への出願手

数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 翻訳費用 
国別計／

合計 

 

 
実績額 

     

 

 
実績額 

     

外国出願経費

合計 
実績額 

     

助成対象経費 実績額 
 

 

    

間接補助金 

充当額 

交付決定額   

実績額 助成対象経費（実績額）の１／４の額を千円未満

切り捨てて記入 

 

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金充当額を記載。 
※経費区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書を添付する

こと。 

 
（ロ）支出相手方及び支出年月日 

 支出相手方（弁理士等名） 支出年月日 

国内   

現地   

※「現地」には、国内代理人からの支出相手方及び支出年月日を記載してください。  

 

３．補助金の振込先金融機関名等 

金融機関名            支店名      本・支店 

☐当座 

☐普通 
口座番号    預金名義     

 

４．外国における事業展開等に関する今後の予定 

 

（注）外国特許庁からの出願受理に関する応答書類と、外国特許庁への出願に関する経費の支
出根拠及び支払実績となる書類（選任代理人に依頼した場合は、選任代理人への支払に関
する領収書が必須）を添付すること。    

（注）共同出願の場合は、持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写しを添付する
こと（申請時に提出したものと変更等無ければ再提出は不要）。 
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【新潟県】様式第７ 

平成  年  月  日   

 

公益財団法人にいがた産業創造機構                             

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成 年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金精算（概算）払請求書 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

 

記 

 

１．精算（概算）払請求金額（算用数字を使用すること。） 

                円（新潟県補助金分) 

 

２．請求金額の算出内訳（概算払の請求をするときに限る。） 

 

３．概算払を必要とする理由（概算払の請求をするときに限る。） 

 

４．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義 

金融機関名            支店名      本・支店 

☐当座 

☐普通 
口座番号    預金名義     

 

 

（注）概算払の請求をするときには、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 
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【新潟県】様式第８ 

平成 年  月  日   

 

公益財団法人にいがた産業創造機構                             

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

               平成 年度 消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

１．間接補助金額（実施要領第１６条第１項による額の確定額）              円 

 

２．間接補助金の確定時における消費税及び地方消費税に 

 係る仕入控除税額                                 円 

 

３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う間接補助金に 

 係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額                         円 

 

４．間接補助金返還相当額（３．－２．）                                    円 

 

  （注）別紙として積算の内訳を添付すること。 
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【新潟県】様式第９ 

平成 年  月  日   

公益財団法人にいがた産業創造機構                             

理事長  泉田 裕彦 様 

                                    間接補助事業者    住所  

                                                      氏名   法人等にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名     印 

 

平成 年度 中小企業等外国出願支援事業 間接補助金 

外国特許庁への出願の査定結果報告書 

 

 中小企業等外国出願支援事業補助金交付要第１７条の規定に基づき、外国特許庁への出願の査定

結果について下記のとおり報告します。 

 

記 
 

１．外国特許庁への出願内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   ※「出願人」の欄は、全ての出願人を明記してください。 

※「発明の名称等」の欄は、実用新案登録出願の場合は「考案の名称」を、意匠登録出

願の場合は「意匠に係る物品」を、商標登録出願の場合は「商標登録を受けようとす

る商標」を指すものとする。 

 

２．外国特許庁の査定結果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願の場合は、「査定結果」の欄における

「特許査定」は「登録査定」を、「特許番号（特許査定）」の欄は「登録番号（登録査定）」

を指すものとする。 

出願の種別                

発明の名称等  

出願人  

外国特許庁への出願国名 外国特許庁への出願番号 外国特許庁への出願日 

    

   

   

外国特許庁への出願国名 査定結果 特許番号又は拒絶理由等 

  特許査定・拒絶査定  

 特許査定・拒絶査定  

 特許査定・拒絶査定  

外国における事業展開等の進捗状況 


